
議第９号議案  

 

   横浜市会会議規則の一部改正  

 

 横浜市会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。  

 

   令和６年３月 26日提出  

 

市会運営委員会        

委員長  大  桑  正  貴    



横 浜 市 会 規 則（ 番 号 ） 

   横 浜 市会 会 議 規則 の 一 部 を改 正 する 規 則 

横 浜 市 会 会 議 規則 （ 昭 和 43 年 ５ 月横 浜 市会 規 則 第 １ 号） の 一 部を 次 の よ うに 改

正 す る 。 

 第 17 条 第 １項 中 「 つけ て 」 を 「付 け て」 に 、 「 連 署し て 」 を「 記 名 し て」 に 改

め る 。 

 第 22 条 を 次の よ う に改 め る 。 

 （ 事 件 の 撤回 又 は 訂正 及 び 動 議の 撤 回）  

第 22 条  会 議 の議 題 と なっ た 事 件を 撤 回し 、 又 は 訂 正し よ う とす る と き 及び 会 議

の 議 題 と なっ た 動 議 を撤 回 し よう と する と き は 、 市会 の 許 可を 得 な け れば な ら

な い 。 た だし 、 会 議 の議 題 と なる 前 にお い て は 、 議長 の 許 可を 得 な け れば な ら

な い 。 

２  前 項 の 許 可を 求 め よう と す ると き は、 提 出 者 か ら、 事 件 につ い て は 文書 に よ

り 、 動 議 につ い て は 文書 又 は 口頭 に より 、 請 求 し なけ れ ば なら な い 。  

 第 28 条 中 「点 呼 に 応じ て 投 票 を投 票 箱に 投 入 す る 」を 「 議 長の 指 示 に 従っ て 、

順 次 、 投 票 する 」 に 改め る 。 

 第 29 条 の 見出 し を 「（ 投 票 の 終了 ）」 に 改 め 、 同 条第 １ 項 中「 点 呼 が 終っ た 」

を 「 投 票 が 終わ っ た と認 め る 」 に、 「 投票 箱 の 閉 鎖 」を 「 投 票の 終 了 」 に 改 め る

。 

 第 30 条 に 次 の１ 項 を 加え る 。 

４  投 票 の 効 力に 係 る 法第 118 条第 ６ 項の 規 定 に よ る通 知 に 関し 必 要 な 事項 は 、

議 長 が 定 める 。 

 第 40 条 中 「 連署 し て 」を 「 記 名し て 」に 改 め る 。 

 第 65 条 の ７ 中「 同 意 」を 「 許 可」 に 改め る 。 

 第 70 条 中 「 また は 」 を「 又 は 」に 改 め、 「 書 類 、」 を 削 る 。 

 第 76 条 の 見出 し 中 「委 員 で な い議 員 」を 「 委 員 外 議員 」 に 改め 、 同 条 第１ 項 中

「 ま た は 」 を「 又 は 」に 改 め 、 「議 員 」の 次 に 「（ 以下 「 委 員外 議 員 」 とい う 。 

）」 を 加 え 、「 き く 」を 「 聴 く 」に 改 め、 同 条 第 ２ 項中 「 委 員で な い 議 員」 を 「

委 員 外 議 員 」に 、 「 申し 出 」 を 「申 出 」に 改 め 、 同 条第 ３ 項 中「 委 員 で ない 議 員

」 を 「 委 員 外議 員 」 に改 め 、 「 から 」 の次 に 「 当 該 」を 加 え る。 



 第 77 条 を 次 のよ う に 改め る 。 

 （ 委 員 長 の 委員 と し ての 発 言 ） 

第 77 条  委 員 長が 委 員 とし て 発 言す る とき は 、 委 員 長の 職 務 を行 う こ と がで き な

い 。 

２  前 項 に 規 定す る 場 合に お い て、 委 員長 が 委 員 と して 討 論 をす る と き は、 そ の

議 題 の 表 決が 終 わ る まで 、 委 員長 の 職務 を 行 う こ とが で き ない 。  

 第 78 条 第 ２ 項中 「 か ら」 の 次 に「 当 該」 を 加 え る 。 

 第 81 条 第 １ 項中 「 出 席し た 」 を「 出 席し て い る 」 に改 め る 。 

 第 87 条 の 見出 し 中 「文 書 」 を 「質 問 主意 書 」 に 改 め、 同 条 第１ 項 中 「 場合 に 」

を 「 場 合 は 、質 問 主 意書 を 議 長 に提 出 する こ と に よ り 、」 に 改め 、 「 文 書で 」 を

削 り 、 同 条 中第 ２ 項 を削 り 、 第 ３項 を 第２ 項 と し 、 第４ 項 を 第３ 項 と す る。  

 第 89 条 第 ２項 中 「 及び 氏 名 」 の次 に 「（ 請 願 者 が 法人 の 場 合に あ っ て は、 そ の

所 在 地 、 名 称及 び 代 表者 の 氏 名 ）」 を 加え 、 同 条 第 ３項 を 次 のよ う に 改 める 。 

３  請 願 者 多 数の も の は、 請 願 者の 住 所及 び 氏 名 （ 請願 者 が 法人 の 場 合 にあ っ て

は 、 そ の 所在 地 、 名 称及 び 代 表者 の 氏名 ） を 省 略 して 記 載 する こ と が でき る 。 

 第 90 条 第 １項 た だ し書 を 次 の よう に 改め る 。 

  た だ し 、 常任 委 員 会若 し く は市 会 運営 委 員 会 の 所管 に 属 しな い 請 願 又は 常 任

委 員 会 若 しく は 市 会 運営 委 員 会に 付 託す る こ と を 適当 と し ない 請 願 は 、特 別 委

員 会 に 付 託す る 。 

 第 90 条 中 第３ 項 を 第４ 項 と し 、同 条 第２ 項 中 「 か える 」 を 「代 え る 」 に改 め 、

同 項 を 同 条 第３ 項 と し、 同 条 第 １項 の 次に 次 の １ 項 を加 え る 。 

２  委 員 会 の付 託 は 、市 会 の 議 決に よ り省 略 す る こ とが で き る。 

 第 97 条 を 次の よ う に改 め る 。 

 （ 資 格 決 定の 通 知 ） 

第 97 条  法 第 127 条 第 ３項 の 規 定に よ り準 用 す る 法 第 118 条 第６ 項 の 規 定に よ る

通 知 に 関 し必 要 な 事 項は 、 議 長が 定 める 。  

 第 98 条 第 １ 項中 「 記 載し 、 又 は記 録 する 」 を 「 記 載す る 」 に改 め る 。 

 第 99 条 中 「（ 会 議 録が 電 磁 的 記録 を もっ て 作 成 さ れて い る 場合 に あ っ ては 、 電

磁 的 方 法 に よる 提 供 を含 む 。）」 を 削 る。 

 第 101 条 中 「（ 会 議録 が 電 磁 的記 録 をも っ て 作 成 され て い る場 合 に あ って は 、



法 第 123 条 第３ 項 に 規定 す る 署 名に 代 わる 措 置 を と る議 員 ）」 を 削 る 。 

 第 104 条 を次 の よ うに 改 め る 。 

 （ 携 帯 品 ） 

第 104 条  議 場に 入 る 者は 、 帽 子、 コ ート 、 マ フ ラ ー、 傘 の 類を 着 用 し 、又 は 携

帯 し て は なら な い 。 ただ し 、 病気 そ の他 の 理 由 に より 会 議 への 出 席 に 必要 と 認

め ら れ る 物で あ っ て 議長 に あ らか じ め届 け 出 た も のに つ い ては 、 こ の 限り で な

い 。 

 第 109 条 第１ 項 中 「連 署 し て 」を 「 記名 し て 」 に 改め る 。 

 第 119 条 中「 は か って 」 を 「 諮っ て 」に 改 め 、 同 条 を 第 121 条 と す る 。 

 第 118 条 中「 は か り」 を 「 諮 り」 に 改め 、 同 条 を 第 120 条 とし 、 第 16 章中 同 条

の 前 に 次 の ２条 を 加 える 。 

 （ 電 子 情 報処 理 組 織に よ る 通 知等 ） 

第 118 条  議 会又 は 議 長若 し く は委 員 長（ 以 下 「 議 会等 」 と いう 。） に 対し て 行

わ れ る 通 知の う ち こ の規 則 の 規定 に おい て 文 書 そ の他 文 字 、図 形 そ の 他の 人 の

知 覚 に よ って 認 識 す るこ と が でき る 情報 が 記 載 さ れた 紙 そ の他 の 有 体 物（ 以 下

「 文 書 等 」と い う 。） に よ り 行う こ とが 規 定 さ れ てい る も のに つ い て は、 当 該

通 知 に 関 する こ の 規 則の 規 定 にか か わら ず 、 議 長 が定 め る とこ ろ に よ り、 議 長

が 定 め る 電子 情 報 処 理組 織 （ 議会 等 の使 用 に 係 る 電子 計 算 機（ 入 出 力 装置 を 含

む 。 以 下 この 項 に お いて 同 じ 。） と その 通 知 の 相 手方 の 使 用に 係 る 電 子計 算 機

と を 電 気 通信 回 線 で 接続 し た 電子 情 報処 理 組 織 を いう 。 以 下同 じ 。） を使 用 す

る 方 法 に より 行 う こ とが で き る。 

２  議 会 等 が 行う 通 知 のう ち こ の規 則 の規 定 に お い て文 書 等 によ り 行 う こと が 規

定 さ れ て いる も の に つい て は 、当 該 通知 に 関 す る この 規 則 の規 定 に か かわ ら ず

、 議 長 が 定め る と こ ろに よ り 、議 長 が定 め る 電 子 情報 処 理 組織 を 使 用 する 方 法

に よ り 行 うこ と が で きる 。 た だし 、 当該 通 知 を 受 ける 者 が 当該 電 子 情 報処 理 組

織 を 使 用 する 方 法 に より 受 け る旨 の 議長 が 定 め る 方式 に よ る表 示 を す る場 合 に

限 る 。 

３  前 ２ 項 の 電子 情 報 処理 組 織 を使 用 する 方 法 に よ り行 わ れ た通 知 に つ いて は 、

当 該 通 知 に関 す る こ の規 則 の 規定 に 規定 す る 方 法 によ り 行 われ た も の とみ な し

て 、 当 該 通知 に 関 す るこ の 規 則の 規 定を 適 用 す る 。 



４  第 １ 項 又 は第 ２ 項 の電 子 情 報処 理 組織 を 使 用 す る方 法 に より 行 わ れ た通 知 は

、 当 該 通 知を 受 け る 者の 使 用 に係 る 電子 計 算 機 （ 入出 力 装 置を 含 む 。） に 備 え

ら れ た フ ァイ ル へ の 記録 が さ れた 時 （第 13 条 第 １ 項、 第 17 条第 ３ 項 、 第 89 条 第

１ 項 、 第 90条 第 １ 項 及び 第 99 条の 規 定に よ る 議 員 に対 す る 通知 に あ っ ては 、 当

該 フ ァ イ ルへ の 記 録 がさ れ た 時又 は 議会 等 が 、 当 該通 知 を 受け る 者 が 当該 通 知

を す べ き 電磁 的 記 録 （電 子 的 方式 、 磁気 的 方 式 そ の他 人 の 知覚 に よ っ ては 認 識

す る こ と がで き な い 方式 で 作 られ る 記録 で あ っ て 、電 子 計 算機 に よ る 情報 処 理

の 用 に 供 され る も の をい う 。 以下 同 じ 。） に 記 録 され て い る事 項 を 議 長が 定 め

る 方 法 に より 表 示 を した も の の閲 覧 若し く は 当 該 事項 に つ いて 当 該 者 の使 用 に

係 る 電 子 計算 機 （ 入 出力 装 置 を含 む 。） に 備 え ら れた フ ァ イル へ の 記 録を す る

こ と が で きる 措 置 を とる と と もに 、 当該 者 に 対 し 、議 長 が 定め る 電 子 情報 処 理

組 織 を 使 用し て 当 該 措置 が と られ た 旨の 通 知 を 発 した 時 の いず れ か 早 い時 ） に

当 該 者 に 到達 し た も のと み な す。 

５  議 会 等 に 対し て 行 われ 、 又 は議 会 等が 行 う 通 知 のう ち 当 該通 知 に 関 する こ の

規 則 の 規 定に お い て 署名 し 、 又は 記 名押 印 す る こ と（ 以 下 「署 名 等 」 とい う 。

） が 規 定 され て い る もの を 第 １項 又 は第 ２ 項 の 電 子情 報 処 理組 織 を 使 用す る 方

法 に よ り 行う 場 合 に は、 当 該 署名 等 につ い て は 、 当該 署 名 等に 関 す る 規定 に か

か わ ら ず 、氏 名 又 は 名称 を 明 らか に する 措 置 で あ って 議 長 が定 め る も のを も っ

て 代 え る こと が で き る。 

６  議 会 等 に 対し て 通 知を 行 い 、又 は 議会 等 か ら 通 知を 受 け る者 に つ い て対 面 に

よ り 本 人 確認 を す る べき 事 情 があ る 場合 、 議 会 等 に対 し て 行わ れ 、 又 は議 会 等

が 行 う 通 知に 係 る 文 書等 の う ちに そ の原 本 を 確 認 し、 又 は 交付 す る 必 要が あ る

も の が あ る場 合 そ の 他の 当 該 通知 の うち に 第 １ 項 又は 第 ２ 項の 電 子 情 報処 理 組

織 を 使 用 する 方 法 に より 行 う こと が 困難 又 は 著 し く不 適 当 と認 め ら れ る部 分 が

あ る 場 合 とし て 議 長 が定 め る 場合 に は、 議 長 が 定 める と こ ろに よ り 、 当該 通 知

の う ち 当 該部 分 以 外 の部 分 に つき 、 前各 項 の 規 定 を適 用 す る。 こ の 場 合に お い

て 、 第 ３ 項中 「 行 わ れた 通 知 」と あ るの は 、 「 行 われ た 通 知（ 第 ６ 項 の規 定 に

よ り 前 ２ 項の 規 定 を 適用 す る 部分 に 限る 。 以 下 こ の項 か ら 第５ 項 ま で にお い て

同 じ 。）」 と す る 。 

 （ 電 磁 的 記録 に よ る作 成 等 ） 



第 119 条  この 規 則 の規 定 （ 第 24条 及 び第 33 条 を 除 く 。） に おい て 議 会 等が 文 書

等 を 作 成 し 、 又は 保 存 す るこ と （ 以下「 作 成 等 」 とい う 。） が 規 定 さ れて い る

も の に つ い て は、 当 該 規 定に か か わらず 、 議 長 が 定め る と ころ に よ り 、当 該 文

書 等 に 係 る 電 磁的 記 録 に より 行 う ことが で き る 。 

２  前 項 の 電磁 的 記 録に よ り 行 われ た 作成 等 に つ い ては 、 当 該作 成 等 に 関す る こ

の 規 則 の 規 定 によ り 文 書 等に よ り 行われ た も の と みな し て 、当 該 作 成 等に 関 す

る こ の 規 則 の 規定 を 適 用 する 。 

   附  則 

 こ の 規 則 は、 令 和 ６年 ４ 月 １ 日か ら 施行 す る 。 

 

提  案  理  由 

 市 会 に 係 る手 続 の オン ラ イ ン 化に 関 する 規 定 の 整 備を 図 る 等の た め 、 横浜 市 会

会 議 規 則 の 一部 を 改 正し た い の で提 案 する 。  



 参  考  

   横浜市会会議規則（ 抜 粋 ） 

                           上段  改 正 案     
                        （ 下段  現  行 ）  
 （ 議 案 の 提 出） 

第 17 条  議 員 が条 例 案 、決 議 案 、意 見 書案 そ の 他 の 議案 を 提 出し よ う と する と き  

            付 け て                     記 
 は 、 文 書 に より 、 理 由を    、 議 員定 数 の 12 分 の１ 以 上 の賛 成 者 と とも に   
            つ け て                     連 

 名 し て 
    議 長 に提 出 し なけ れ ば なら な い。  
 署 し て 

   （ 第 ２ 項及 び 第 ３項 省 略 ） 

 （ 事 件 の 撤 回又 は 訂 正及 び 動 議の 撤 回）  
 （ 事 件 、 動 議の 撤 回 ） 

    会 議 の議 題 と なっ た 事 件を 撤 回し 、 又 は 訂 正し よ う とす る と き 及び 会 議  
第 22 条   
    議 題 とな っ た 事件 ま た は動 議 は、 提 出 者 に おい て 撤 回ま た は 変 更す る こ  

 の 議 題 と な った 動 議 を撤 回 し よう と する と き は 、 市会 の 許 可を 得 な け れば な ら  
 と が で き な い。 た だ し、 会 議 の同 意 を得 た と き は 、こ の 限 りで な い 。  

 な い 。 た だ し、 会 議 の議 題 と なる 前 にお い て は 、 議長 の 許 可を 得 な け れば な ら  
  

 な い 。 
  

２  前 項 の 許 可を 求 め よう と す ると き は、 提 出 者 か ら、 事 件 につ い て は 文書 に よ  
 

 り 、 動 議 に つい て は 文書 又 は 口頭 に より 、 請 求 し なけ れ ば なら な い 。  
 

 （ 投 票 ） 

        議 長 の指 示 に 従っ て 、順 次 、 投 票 する 
第 28 条  議 員 は、                  。 
        点 呼 に応 じ て 投票 を 投票 箱 に 投 入 する 

 （ 投 票 の 終 了） 
 （ 投 票 箱 閉 鎖） 

        投 票 が終 わ っ たと 認 める                 投 
第 29 条  議 長 は、            と き は 、 投票 漏 れ の有 無 を 確 かめ 、 
        点 呼 が終 っ た                      投 

 票 の 終 了   
      を宣 告 す る。 
 票 箱 の 閉 鎖 

   （ 第 ２ 項省 略 ） 

 （ 投 票 数 の 計算 点 検 ） 

第 30 条  （ 第 １項 か ら 第３ 項 ま で省 略 ） 

４  投 票 の 効 力に 係 る 法第 118 条第 ６ 項の 規 定 に よ る通 知 に 関し 必 要 な 事項 は 、 
 

 議 長 が 定 め る。 
 

 （ 修 正 動 議 提案 要 件 ） 

  



                                   記 
第 40 条  修 正 の動 議 は 、そ の 案 をそ な え、 議 員 定 数 の 12 分 の １以 上 の 発 議者 が 
                                   連 

 名 し て 
    、 あ らか じ め これ を 議 長に 提 出し な け れ ば なら な い 。 
 署 し て 

 （ 代 理 人 又 は文 書 に よる 意 見 の陳 述 ） 

              許可 
第 65 条 の ７  公述 人 は 、市 会 の   を 得た 場 合 に は 、代 理 人 に意 見 を 述 べさ せ 、 
              同意 

 又 は 文 書 に より 、 意 見を 提 出 する こ とが で き る 。 

 （ 資 料 及 び 報告 の 提 出要 求 ） 

           又 は   
第 70 条  委 員 会は 、 審 査    調査 の ため 必 要 が あ ると き は 、そ の 決 議 によ っ て 
           ま た は 

                
 、 執 行 機 関 に対 し 必 要な    資 料 及び 報 告 の 提 出を 求 め るこ と が で きる 。 
            書 類 、 

  委 員 外 議 員    
 （        の 発言 ） 
  委 員 で な い議 員 

           又 は   
第 76 条  委 員 会は 、 審 査    調査 中 の事 件 に つ い て、 必 要 があ る と 認 めた と き 
           ま た は 

          （以 下 「 委員 外 議員 」 と い う 。）  
 は 、 委 員 で ない 議 員                に 対 しそ の 出 席 を求 め て 
           

   又 は     聴 く 
 説 明    意見 を   こ と が でき る 。 
   ま た は    き く 

       委 員 外 議員        申 出   
２  委 員 会 は 、        から 発 言の    が あっ た と きは 、 そ の 許否 を 決 
       委 員 で ない 議 員      申 し 出 

 め る 。 

  委 員 外 議 員    
３         が 第１ 項 の 規定 に より 委 員 会 に おい て 説 明し 、 若 し くは 意 見 
  委 員 で な い議 員 

 を 述 べ 、 又 は前 項 の 規定 に よ り発 言 する に 当 た り 、当 該 委 員会 が 横 浜 市会 委 員  

 会 条 例 （ 昭 和 43 年 ５ 月横 浜 市 条例 第 28号 。 以 下 「 条例 」 と いう 。） 第 ９条 の ２ 

 第 １ 項 に 規 定す る オ ンラ イ ン によ る 方法 （ 以 下 「 オン ラ イ ンに よ る 方 法」 と い 

                      委 員外 議 員    
 う 。） を 活 用し た 委 員会 で あ る場 合 には 、 当 該        は 、 当 該委 員 会 
                      委 員で な い 議員 

 の 委 員 長 の 許可 を 得 てオ ン ラ イン に よる 方 法 で 当 該委 員 会 の開 会 場 所 以外 の 場  

    当 該 
 所 か ら   委員 会 に 参加 し て 、説 明 し、 若 し く は 意見 を 述 べ、 又 は 発 言す る こ  
       

 と が で き る 。 

 （ 委 員 長 の 委員 と し ての 発 言 ） 
 （ 委 員 長 の 委員 と し ての 発 言 ） 

    委 員 長が 委 員 とし て 発 言す る とき は 、 委 員 長の 職 務 を行 う こ と がで き な  
第 77 条   
    委 員 長が 委 員 とし て 発 言し よ うと す る と き は、 委 員 席に 着 き 発 言し 、 発  

 い 。                                   
 言 が 終 っ た 後、 委 員 長席 に 復 さな け れば な ら な い 。た だ し 、討 論 を し たと き は  

                                
 、 そ の 議 題 の表 決 が 終る ま で は、 委 員長 席 に 復 す こと が で きな い 。  



２  前 項 に 規 定す る 場 合に お い て、 委 員長 が 委 員 と して 討 論 をす る と き は、 そ の  
 

 議 題 の 表 決 が終 わ る まで 、 委 員長 の 職務 を 行 う こ とが で き ない 。  
 

 （ 提 案 者 及 び修 正 案 提出 者 の 発言 ） 

第 78 条  （ 第 １項 省 略 ） 

２  提 案 者 及 び修 正 案 提出 者 は 、当 該 委員 会 が オ ン ライ ン に よる 方 法 を 活用 し た  

 委 員 会 で あ る場 合 に は、 前 項 の規 定 にか か わ ら ず 、当 該 委 員会 の 委 員 長の 許 可  

                                当該    
 を 得 て オ ン ライ ン に よる 方 法 で当 該 委員 会 の 開 会 場所 以 外 の場 所 か ら   委 員 
                                   

 会 に 参 加 し て、 発 言 を求 め る こと が でき る 。 

 （ 少 数 意 見 の留 保 ） 

第 81 条  委 員 会に お い て少 数 の ため 廃 棄さ れ た 意 見 で、 他 に 出席 委 員 （ 条例 第 ９ 

                   出 席 し て いる 
 条 の ２ 第 ３ 項の 規 定 によ り 当 該委 員 会に       も の とみ な さ れ た委 員 を 
                   出 席 し た 

 含 む 。） １ 人以 上 の 賛成 を 得 たと き は、 こ れ を 少 数意 見 と して 留 保 す るこ と が  

 で き る 。 

   （ 第 ２ 項及 び 第 ３項 省 略 ） 

  質 問 主 意 書 
 （      に よ る 質問 ） 
  文 書 

                         場 合 は、 質 問 主 意書 を 議 
第 87 条  議 員 は、 会 期 中、 口 頭 によ る 質問 の 機 会 が ない             
                         場 合 に 

 長 に 提 出 す るこ と に より 、            
             執 行機 関 に対 し    質問 す る こと が で き る。 
                    文 書 で 

                                   
２  前 項 の 質 問は 、 簡 明な 主 意 書を 作 り、 議 長 に 提 出し な け れば な ら な い。  

２   
  （ 本 文 省 略） 
３ 

３ 
  （ 本 文 省 略） 
４ 

 （ 請 願 文 書 表） 

第 89 条  （ 第 １項 省 略 ） 

２  請 願 文 書 表に は 、 請願 書 の 受理 番 号、 受 理 年 月 日、 件 名 、請 願 の 要 旨、 請 願  

         （ 請願 者 が 法人 の 場合 に あ っ て は、 そ の 所在 地 、 名 称及 び 代 
 者 の 住 所 及 び氏 名                             
 

 表 者 の 氏 名 ） 
       、 紹 介 議員 の 氏 名並 び に付 託 委 員 会 を記 載 す る。 
 

  請 願 者 多数 の も のは 、 請 願 者の 住 所及 び 氏 名 （ 請願 者 が 法人 の 場 合 にあ っ て 
３   
  請 願 者 数 人連 署 の もの は ほ か何 人 、同 一 議 員 の 紹介 に よ る数 件 の 内 容同 一 の  

 は 、 そ の 所 在地 、 名 称及 び 代 表者 の 氏名 ） を 省 略 して 記 載 する こ と が でき る 。 
 も の は ほ か 何件 と 記 載す る こ とが で きる 。  



 （ 請 願 の 委 員会 付 託 ） 

第 90 条  議 長 が請 願 書 を受 理 し た場 合 は、 請 願 文 書 表の 配 付 とと も に 請 願を 所 管  

                      た だし 、 常 任委 員 会 若 しく は 市 
 の 常 任 委 員 会又 は 市 会運 営 委 員会 に 付託 す る 。 
                      た だし 、 議 長に お い て 委員 会 に 

 会 運 営 委 員 会の 所 管 に属 し な い請 願 又は 常 任 委 員 会若 し く は市 会 運 営 委員 会 に  
 付 託 す る 必 要が な い と認 め た とき 及 び特 別 委 員 会 に付 託 す るこ と が 適 当で あ る  

 付 託 す る こ とを 適 当 とし な い 請願 は 、特 別 委 員 会 に付 託 す る。  
 と 認 め た と きは 、 こ の限 り で ない 。 

２  委 員 会 の 付託 は 、 市会 の 議 決に よ り省 略 す る こ とが で き る。 
 

３ 
  議 長 は 、 請願 文 書 表を 作 成 する い とま の な い と きは 、 必 要事 項 を 報 告し て 配  
２ 

   代 え る 
 付 に    こと が で きる 。 
   か え る 

４ 
  （ 本 文 省 略） 
３ 

 （ 資 格 決 定 の通 知 ） 
 （ 決 定 書 の 交付 ） 

    法 第 127 条 第 ３項 の 規 定に よ り準 用 す る 法 第 118 条 第６ 項 の 規 定に よ る 
第 97 条   
    市 会 が議 員 の 被選 挙 権 の有 無 また は 法 第 92 条の ２ の 規定 に 該 当 する か ど 

 通 知 に 関 し 必要 な 事 項は 、 議 長が 定 める 。                  
 う か に つ い ての 法 第 127 条 第 １項 の 規定 に よ る 決 定を し た とき は 、 議 長は 、 そ 

                                     
 の 決 定 書 を 決定 を 求 めた 議 員 及び 決 定を 求 め ら れ た議 員 に 交付 し な け れば な ら  

     
 な い 。 

 （ 記 載 事 項 ） 

        記 載 する        
第 98 条  会 議 録に           事 項 の 概 目 は、 次 の とお り と す る。 
        記 載 し、 又 は 記録 す る 

   （ 第 １ 号か ら 第 10号 ま で 及び 第 ２項 省 略 ） 

 （ 配 布 ） 

                                     
第 99 条  会 議 録は 、 議 員及 び 関 係者 に 配布  
                   （ 会 議 録 が電 磁 的 記録 を も っ て作 成 さ 

                             
                            す る 。 
 れ て い る 場 合に あ っ ては 、 電 磁的 方 法に よ る 提 供 を含 む 。）  

 （ 署 名 者 ） 

                                     
第 101 条  会 議録 に 署 名す る 議 員 
               （ 会 議録 が 電 磁 的 記録 を も って 作 成 さ れて い る 

                                     
 場 合 に あ っ ては 、 法 第 123 条 第３ 項 に規 定 す る 署 名に 代 わ る措 置 を と る議 員 ） 

 は ２ 人 と し 、会 議 に おい て 議 長が 指 名す る 。 

 （ 携 帯 品 ）                    
 （ 議 場 内 へ の帽 子 、 コー ト 等 の着 用 又は 携 帯 禁 止 ） 

     議 場に 入 る 者は 、 帽 子、 コ ート 、 マ フ ラ ー、 傘 の 類を 着 用 し 、又 は 携 
第 104 条   
     議 場に は 、 帽子 、 コ ート 、 マフ ラ ー 、 か さの 類 を 着用 し 、 又 は携 帯 し  



 帯 し て は な らな い 。 ただ し 、 病気 そ の他 の 理 由 に より 会 議 への 出 席 に 必要 と 認  
 て は な ら な い。 た だ し、 病 気 その 他 やむ を 得 な い 理由 に よ り、 議 長 の 許可 を 受  

 め ら れ る 物 であ っ て 議長 に あ らか じ め届 け 出 た も のに つ い ては 、 こ の 限り で な  
 け た と き は 、こ の 限 りで な い 。 

 い 。 
  

 （ 懲 罰 動 議 の提 出 ） 

                                  記 名 
第 109 条  懲 罰の 動 議 は、 文 書 をも っ て議 員 定 数 の ８分 の １ 以上 の 発 議 者が    
                                  連 署 

 し て 
   議 長 に 提出 し な けれ ば な らな い 。 
 し て 

   （ 第 ２ 項省 略 ） 

 （ 電 子 情 報 処理 組 織 によ る 通 知等 ） 
 

第 118 条  議 会又 は 議 長若 し く は委 員 長（ 以 下 「 議 会等 」 と いう 。） に 対し て 行  
 

 わ れ る 通 知 のう ち こ の規 則 の 規定 に おい て 文 書 そ の他 文 字 、図 形 そ の 他の 人 の  
 

 知 覚 に よ っ て認 識 す るこ と が でき る 情報 が 記 載 さ れた 紙 そ の他 の 有 体 物（ 以 下  
 

 「 文 書 等 」 とい う 。） に よ り 行う こ とが 規 定 さ れ てい る も のに つ い て は、 当 該  
 

 通 知 に 関 す るこ の 規 則の 規 定 にか か わら ず 、 議 長 が定 め る とこ ろ に よ り、 議 長  
 

 が 定 め る 電 子情 報 処 理組 織 （ 議会 等 の使 用 に 係 る 電子 計 算 機（ 入 出 力 装置 を 含  
 

 む 。 以 下 こ の項 に お いて 同 じ 。） と その 通 知 の 相 手方 の 使 用に 係 る 電 子計 算 機  
 

 と を 電 気 通 信回 線 で 接続 し た 電子 情 報処 理 組 織 を いう 。 以 下同 じ 。） を使 用 す  
 

 る 方 法 に よ り行 う こ とが で き る。 
 

２  議 会 等 が 行う 通 知 のう ち こ の規 則 の規 定 に お い て文 書 等 によ り 行 う こと が 規 
 

 定 さ れ て い るも の に つい て は 、当 該 通知 に 関 す る この 規 則 の規 定 に か かわ ら ず  
 

 、 議 長 が 定 める と こ ろに よ り 、議 長 が定 め る 電 子 情報 処 理 組織 を 使 用 する 方 法  
 

 に よ り 行 う こと が で きる 。 た だし 、 当該 通 知 を 受 ける 者 が 当該 電 子 情 報処 理 組  
 

 織 を 使 用 す る方 法 に より 受 け る旨 の 議長 が 定 め る 方式 に よ る表 示 を す る場 合 に  
 

 限 る 。 
 

３  前 ２ 項 の 電子 情 報 処理 組 織 を使 用 する 方 法 に よ り行 わ れ た通 知 に つ いて は 、  
 

 当 該 通 知 に 関す る こ の規 則 の 規定 に 規定 す る 方 法 によ り 行 われ た も の とみ な し  
 



 て 、 当 該 通 知に 関 す るこ の 規 則の 規 定を 適 用 す る 。 
 

４  第 １ 項 又 は第 ２ 項 の電 子 情 報処 理 組織 を 使 用 す る方 法 に より 行 わ れ た通 知 は  
 

 、 当 該 通 知 を受 け る 者の 使 用 に係 る 電子 計 算 機 （ 入出 力 装 置を 含 む 。） に 備 え  
 

 ら れ た フ ァ イル へ の 記録 が さ れた 時 （第 13 条 第 １ 項、 第 17 条第 ３ 項 、 第 89 条 第 
 

 １ 項 、 第 90 条第 １ 項 及び 第 99 条の 規 定に よ る 議 員 に対 す る 通知 に あ っ ては 、 当 
 

 該 フ ァ イ ル への 記 録 がさ れ た 時又 は 議会 等 が 、 当 該通 知 を 受け る 者 が 当該 通 知  
 

 を す べ き 電 磁的 記 録 （電 子 的 方式 、 磁気 的 方 式 そ の他 人 の 知覚 に よ っ ては 認 識  
 

 す る こ と が でき な い 方式 で 作 られ る 記録 で あ っ て 、電 子 計 算機 に よ る 情報 処 理  
 

 の 用 に 供 さ れる も の をい う 。 以下 同 じ 。） に 記 録 され て い る事 項 を 議 長が 定 め  
 

 る 方 法 に よ り表 示 を した も の の閲 覧 若し く は 当 該 事項 に つ いて 当 該 者 の使 用 に  
 

 係 る 電 子 計 算機 （ 入 出力 装 置 を含 む 。） に 備 え ら れた フ ァ イル へ の 記 録を す る 
 

 こ と が で き る措 置 を とる と と もに 、 当該 者 に 対 し 、議 長 が 定め る 電 子 情報 処 理 
 

 組 織 を 使 用 して 当 該 措置 が と られ た 旨の 通 知 を 発 した 時 の いず れ か 早 い時 ） に 
 

 当 該 者 に 到 達し た も のと み な す。 
 

５  議 会 等 に 対し て 行 われ 、 又 は議 会 等が 行 う 通 知 のう ち 当 該通 知 に 関 する こ の  
 

 規 則 の 規 定 にお い て 署名 し 、 又は 記 名押 印 す る こ と（ 以 下 「署 名 等 」 とい う 。  
 

 ） が 規 定 さ れて い る もの を 第 １項 又 は第 ２ 項 の 電 子情 報 処 理組 織 を 使 用す る 方  
 

 法 に よ り 行 う場 合 に は、 当 該 署名 等 につ い て は 、 当該 署 名 等に 関 す る 規定 に か  
 

 か わ ら ず 、 氏名 又 は 名称 を 明 らか に する 措 置 で あ って 議 長 が定 め る も のを も っ  
 

 て 代 え る こ とが で き る。 
 

６  議 会 等 に 対し て 通 知を 行 い 、又 は 議会 等 か ら 通 知を 受 け る者 に つ い て対 面 に  
 

 よ り 本 人 確 認を す る べき 事 情 があ る 場合 、 議 会 等 に対 し て 行わ れ 、 又 は議 会 等  
 

 が 行 う 通 知 に係 る 文 書等 の う ちに そ の原 本 を 確 認 し、 又 は 交付 す る 必 要が あ る  
 

 も の が あ る 場合 そ の 他の 当 該 通知 の うち に 第 １ 項 又は 第 ２ 項の 電 子 情 報処 理 組  
 

 織 を 使 用 す る方 法 に より 行 う こと が 困難 又 は 著 し く不 適 当 と認 め ら れ る部 分 が  
 



 あ る 場 合 と して 議 長 が定 め る 場合 に は、 議 長 が 定 める と こ ろに よ り 、 当該 通 知 
 

 の う ち 当 該 部分 以 外 の部 分 に つき 、 前各 項 の 規 定 を適 用 す る。 こ の 場 合に お い  
 

 て 、 第 ３ 項 中「 行 わ れた 通 知 」と あ るの は 、 「 行 われ た 通 知（ 第 ６ 項 の規 定 に  
 

 よ り 前 ２ 項 の規 定 を 適用 す る 部分 に 限る 。 以 下 こ の項 か ら 第５ 項 ま で にお い て  
 

 同 じ 。）」 とす る 。 
 

 （ 電 磁 的 記 録に よ る 作成 等 ） 
 

第 119 条  こ の規 則 の 規定 （ 第 24条 及 び第 33 条 を 除 く 。） に おい て 議 会 等が 文 書 
 

 等 を 作 成 し 、又 は 保 存す る こ と（ 以 下「 作 成 等 」 とい う 。） が 規 定 さ れて い る  
 

 も の に つ い ては 、 当 該規 定 に かか わ らず 、 議 長 が 定め る と ころ に よ り 、当 該 文  
 

 書 等 に 係 る 電磁 的 記 録に よ り 行う こ とが で き る 。 
 

２  前 項 の 電 磁的 記 録 によ り 行 われ た 作成 等 に つ い ては 、 当 該作 成 等 に 関す る こ  
 

 の 規 則 の 規 定に よ り 文書 等 に より 行 われ た も の と みな し て 、当 該 作 成 等に 関 す  
 

 る こ の 規 則 の規 定 を 適用 す る 。 
 

 （ 議 長 の 処 理に 対 す る異 議 ） 

第 120 条 
     会 議中 、 議 長の 処 理 に対 し て５ 人 以 上 の 異議 が あ る場 合 は 、 議長 は 、 
第 118 条 

    諮 り   
 会 議 に    こ れ を 決め る 。 
    は か り 

 （ 疑 義 の 決 定） 

第 121 条 
     こ の規 則 の 疑義 並 び に法 令 及び こ の 規 則 に規 定 の ない 事 項 は 、議 長 が  
第 119 条 

                             諮 っ て   
 こ れ を 決 め る。 た だ し、 ５ 人 以上 の 異議 が あ る と きは 、 会 議に     決 め る 
                             は か っ て 

 。 


